
こうしんインターネット・モバイルバンキングご利用規定 

 

 

第１条 サービスの内容  

(1) こうしんインターネット・モバイルバンキングサービス（以下「本サービス」といいます。）は、契

約者ご本人（以下「契約者」といいます。）がパソコンや携帯電話など当組合所定の機器（以下「端

末機」という）を利用し、振込・振替手続き、契約者の口座情報の照会やその他当組合所定の取引を

行うことができるものです。  

(2) 契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用す

るものとします。  

(3) 契約者は、当組合に契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申し込み

を承諾した個人とさせていただきます。なお、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限

ります。  

(4) 本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合に契約者名義で保有する預金口座のうち本サービ

ス申込書により当組合に届け出た、当組合所定の種類の契約者本人口座（以下「ご利用口座」といい

ます：名義・住所が同一であれば複数も可能です。）とします。なお、本サービスの利用に際しては、

ご利用口座の中から１つを「代表口座」として届け出していただきます。なお、ご利用口座（代表口

座とそれ以外の契約口座）として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。  

① 代表口座  

本サービス基本手数料の引落し口座、事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手

数料、他諸手数料の引落し口座とし、「代表口座」の届出印を本サービスの届出印とします。  

② 契約口座  

事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料の引落し口座とします。  

(5) 本サービスの取扱時間は当組合指定の時間内とします。なお、取扱時間はサービスにより異なる場

合があります。 

当組合はこの取扱時間を利用者に事前の通知をすることなく変更することがあります。  

(6) 本サービスのご利用にあたっては、当組合所定の基本手数料（消費税含む）をいただきます。この

場合、当組合は 

この基本手数料を普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、にかかわらず通帳・払戻請求書

または当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が申込書にてお届けの代表口座から、当組合所

定の日に自動的に引落します。 

なお、当組合は基本手数料を事前に通知することなく変更する場合があります。また、基本手数料以

外の諸手数料についても提供するサービス等の変更に伴ない新設・変更する場合があります。この場

合の諸手数料引落についても、当組合は普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、にかかわ

らず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が申込書にてお届けの代

表口座から、自動的に引落します。  



      

第２条 本人確認  

契約者は、本サービスの利用申込に際し、当組合所定の書面により住所・氏名・口座番号・仮確認用パ

スワード・その他必要な事項をお届けください。本サービスの申込後、当組合の手続が終了しますと、

契約者に「初回ログインパスワード」等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」を当組合にお届

けの住所に郵送します。  

(1) パソコンをご利用の場合。  

① 契約者は本サービスを初めて利用する際、端末機より当組合所定の方法によって、当組合にあら

かじめお届けの「代表口座番号」及び当組合から郵送で通知した「初回ログインパスワード」およ

び申込時にお届けいただいた「仮確認用パスワード」を入力して、「ログインＩＤ」を登録してく

ださい。  

② 「ログインＩＤ」登録後の初回ログイン時に、「初回ログインパスワード」と「仮確認用パスワー

ド」の変更をおこなってください。この変更手続によって契約者が当組合にお届けのパスワードを

「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。  

③ 契約者が本サービスにより依頼をおこなうにあたっては、端末機より「ログインＩＤ」「ログイン

パスワード」「確認用パスワード」を当組合宛送信してください。当組合が認識した「ログインＩ

Ｄ」「ログインパスワード」「確認用パスワード」と、あらかじめ契約者が当組合宛にお届けの内容

と一致した場合、当組合は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。 

次回以降も「ログインＩＤ」「ログインパスワード」「確認用パスワード」の一致を確認することに

より本人確認をおこないます。  

(2) 携帯電話をご利用の場合  

① 契約者は本サービスを初めて利用する際、端末機により当組合所定の方法によって、当組合にあ

らかじめお届けの「代表口座番号」および、当組合から郵送で通知した「初回ログインパスワード」、

および申込時にお届けいただいた「仮確認用パスワード」を入力し、「ログインパスワード」と「確

認用パスワード」の変更をおこなってください。この変更手続によって契約者が当組合にお届けの

パスワードを「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。  

② 契約者が本サービスにより依頼をおこなうにあたっては、端末機より「ログインパスワード」「確

認用パスワード」を当組合宛送信してください。当組合が認識した「ログインパスワード」「確認

用パスワード」と、あらかじめ契約者が当組合宛お届けの内容と一致した場合、当組合は契約者か

らの依頼と認め、取引の依頼を受付します。 

次回以降も「ログインパスワード」「確認用パスワード」の一致を確認することにより本人確認を

行います。  

(3) 契約者は、本サービスの初回利用時に端末機により、連絡先電話番号・電子メールアドレス・振込・

振替限度額等の利用者情報登録を行ってください。  

(4) 「ログインＩＤ」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」の本人確認方法、規格、設定方法

等は当組合が定めるものとし、当組合が必要と認めた場合、変更することができるものとします。  



     

第３条 振込・振替サービス  

(1) 振込・振替サービスは端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当組合宛にお届けのご

利用口座（代表口座・契約口座）より指定する金額（以下「振込・振替金額」という）を引き落し、

契約者が指定する当組合の本支店または当組合以外の金融機関の、国内本支店の預金口座（以下「お

振込先口座」という）宛に、振込または振替をおこなうサービスです。  

(2) 1 日あたり及び、1 回あたりの振込・振替金額は当組合所定の範囲内で、契約者が当組合にお届けの

ご利用口座毎の上限金額の範囲内とします。ただし、振込手数料は含みません。 

なお、当組合は契約者に事前通知することなく、1 日あたり１回あたりの振込・振替の最高限度額を

変更する場合があり、その場合契約者はお届けの上限金額を変更できるものとします。なお、契約者

がお届けの上限金額以下に最高限度額が引き下げられた場合には、当該上限金額は引き下げ後の最高

限度額に変更されたものとして取扱います。  

(3) 振込・振替サービスの依頼方法は以下の通りとします。  

① 契約者があらかじめ当組合所定の方法により事前に当組合宛に届出られた振込先口座への振込・

振替（以下「事前登録方式」という）をおこなう場合は、受取人番号、振込、振替金額など、所定

の手順に従って当組合に送信してください。  

② 契約者があらかじめ当組合宛に届けられていない振込先口座へ振込・振替（以下「都度指定方式」

という）を行う場合は、振込先の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振

替金額などの所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。  

③ 振込・振替を行う場合は、当組合所定の時間内に送信してください。 

契約者が当日中に振込・振替を行う場合は、当日扱の当組合所定の時間内に送信してください。 

これ以外の時間に送信依頼のものについては、全て契約者が振込日として指定した日付の振込・振

替予約として受付け、振込・振替資金と振込手数料の合計額は、振込指定日当日、ご指定のご利用

口座から引き落し処理を行います。  

④ 当組合が契約者から振込・振替サービスを受信し、第 2 条による本人確認手続きの結果、契約者

からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信い

たします。  

⑤ 契約者は前項に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には「確認用パスワード」

を入力のうえ所定の手続に従って送信してください。  

⑥ 前項の「確認用パスワード」は当組合所定の時間内までに当組合に到着するよう送信してくださ

い。当組合所定の時間内に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。「確認用

パスワード」が当組合所定の時間内までに到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたものと

みなします。取引成立の可否については、必ずログイン画面の＜振込・振替のご依頼内容照会＞（携

帯電話の場合：＜依頼照会・取消＞）でご確認ください。  

⑦ ご依頼の内容が確定した場合、当組合はその旨の通知を契約者に送信いたします。当日中の振込・

振替の場合は、ご利用口座から直ちに振込金額と振込手数料との合計額を引き落しのうえ、当組合



所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。  

⑧ 当日扱の振込・振替の確定後に組戻しが必要な場合は、ご利用口座のある当組合本支店に所定の

書類を提出し、組戻し手続を依頼してください。組戻し手続には、当組合所定の手数料をいただき

ます。なお、端末機による組戻し手続はできません。  

⑨ 予約扱の振込・振替の場合、振込指定日前日の当組合所定の時間内までであれば、端末機より、

取消すことができます。その場合、契約者は所定の手続に従って操作してください。時間後の取扱

いは前項⑧の取扱いとなります。  

⑩ 本サービスにより振込・振替を依頼する場合は、当組合所定の振込手数料を支払っていただきま

す。  

⑪ ご利用口座からの資金引き落しは、普通預金規定、当座勘定規定、総合口座規定、貯蓄預金規定

に拘らず、通帳・および払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当組合所定の方法により

取扱います。  

⑫ 次の各号に該当する場合は、振込および振替のお取扱いはできません。  

(ア) 振込または振替処理時に振替金額または振込金額と振込手数料金額との合計額がご利用口座

から払戻すことのできる金額を超えるとき。  

(イ) ご利用口座、あるいは入金指定した当組合本支店口座が解約済のとき。  

(ウ) 契約者からご利用口座の支払停止あるいは当組合の入金指定口座への入金停止のお届けがあ

り、それに基づき当組合が所定の手続をおこなったとき。  

(エ) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。  

(4) この取扱いによる取引後は速やかに普通預金通帳等への記帳または当座勘定照合表により取引内容

を照合してください。 

取引内容、残高等に依頼事項との相違が有る場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じた場

合は、当組合のコンピュータに記録されていた内容を正当なものとして取扱うものとします。  

     

第４条 照会サービス  

(1) 照会サービスは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、ご利用口座について、残高・入出金

明細照会などの口座情報を得ることができるものです。  

(2) 照会サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を契約者

に事前に通知することなく変更することがあります。  

(3) 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス指定口座などの所定事項を所定の手順に

したがって当組合に送信してください。  

(4) 当組合が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第 2 条による本人確認手続きの結果、契約者か

らの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたし

ます。  

(5) 契約者からの依頼に基づいて当組合が返信した口座情報は、残高、入出金明細などを当組合が証明

するものではなく、返信後であっても当組合は変更または取消等を行う可能性があります。当組合は



このような変更または取消のために生じた損害については、責任を負いません。  

(6) 照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合が

あります。  

     

第５条 預金口座振替の申込  

(1) 本サービスにおいて、契約者はご利用口座（「代表口座」・「契約口座」）を自動引き落し口座とした

諸料金のお支払に関する口座振替契約の申込をすることができます。ただし、本サービスで申込可能

な収納企業に限ります。  

(2) 前項による預金口座振替については、別途定める預金口座振替規定に従っていただきます。  

(3) 本サービスによる預金口座振替契約の届け出は、原則として当組合が契約者に代わり収納企業へ届

け出します。  

(4) 預金口座振替の開始時期は、前項の届け出に基づく各収納企業任意の時期になります。  

(5) 当組合が本サービスによる取引の依頼を受付し、第２条による本人確認を行い、契約者からの依頼

と認めた場合には、当組合は受信内容を契約者に返信しますので、その内容が正しい場合には「確認

用パスワード」を入力のうえ所定の手続に従って送信してください。「確認用パスワード」が当組合

所定の時間内に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当組合所定の方法で手続き

を行います。  

     

第６条 パスワードの管理・セキュリティ等  

(1) 「ログインＩＤ」、「ログインパスワード」、および「確認用パスワード」（以下「パスワード」とい

う）は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。当組合

職員も「パスワード」をお尋ねすることはありません。また、パスワードは第三者に漏洩するような

方法で書き残さないでください。 

パスワーﾄﾞを登録する際には、生年月日、電話番号等他人から推測されやすい番号は避けてください。 

「パスワード」の偽造・変造・盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しいパスワ

ードに変更してください。 

なお、パスワード等の不正使用により生じた損害について当組合は責任を負いません。  

(2) 契約者がパスワード等を失念した場合（初回ログインパスワード等を記載した「手続完了のお知ら

せ」を含む）には、直ちに当組合所定の手続きをとってください。  

(3) 契約者が取引の安全性を確保するため、「パスワード」は定期的に変更してください。 

また、変更を行う場合には利用画面により随時変更が可能です。  

(4) 当組合に届け出の「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達

した場合、その「パスワード」は無効となり、当組合は本サービスの利用を停止します。契約者が再

度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。  

(5) 「パスワード」の漏洩や携帯電話等の機器の紛失・盗難があった場合、速やかに取引店または当組

合本支店にお届けください。このお届けの受付けにより、当組合は本サービスの利用を停止します。



このお届けの前に生じた損害について当組合は責任を負いません。契約者が再度本サービスを利用す

る場合は当組合所定の手続きをとってください。  

    

第７条 免責事項  

(1) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、  

ア． 端末機、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不

通・インターネットによるウィルス感染等によりサービスの取扱いに遅延・不能等が発生したため

に生じた損害  

イ． 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたこと

により契約者のパスワード、取引情報が漏洩したために生じた損害について、当組合は責任を負い

ません。  

但し、契約者が個人の契約者であって、パスワード等が盗難（盗取、盗聴等により不正に第三者

の知るところとなることをいいます。）され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不

正に当座貸越が実行された場合（以下、「不正な振込等」といいます。）、契約者は次条に基づき補

てんの請求を申し出ることができるものとします。 

また後記（2）において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。 

 (2) 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで

送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合は、当組合はソフトウエア・端末機・「パスワード」等

につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、

当組合は責任を負いません。  

(3) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害について、当組合

は責任を負いません。  

(4) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害に

ついて、当組合は責任を負いません。  

(5) システムの更改・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じ

た損害について、当組合は責任を負いません。  

(6) 契約者は本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末機を利用し、通信

環境については契約者の責任において確保してください。当組合はこの規定によりパソコン等の端末

が正常に稼動することを保証するものではありません。当組合は端末が正常に稼動しなかったことに

より取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については当組合は責任を負

いません。  

 

第８条 不正な振込等 

(1) 不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して後記(2)に定

める補てん対象額の請求を申出ることができます。 

① パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行なわれ



ていること。 

② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行なわれていること。 

③ 当組合に対し、警察署に被害届を出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確

認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力しているこ

と。 

(2) 前記(1)の申し出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等

の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合へ通知が行なわれた日

の３０日（ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明し

た場合は、３０日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた不

正な振込等の損害（取引金額、手数料および利息の額に相当する金額（以下「補てん対象額」といい

ます。）を補てんするものとします。 

なお、契約者が無過失と認められない場合にも、契約者に故意または過失が無い場合には、補てん

対象額の一部を補てんすることがあります。 

(3) 前記(1)、(2)は前記(1)にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行なわれた日（当該盗難が

行なわれた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。）から、２年を経過する日

後に行われた場合には、適用されないものとします。 

(4) 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。 

①不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当

すること。 

Ａ.不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。 

Ｂ.契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または使用人によって行

われたこと。 

Ｃ.契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明

を行ったこと。 

②パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またこれに付随して行

われたこと。 

(5) 当組合が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金（以下、「対象預

金」といいます。）について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度

において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償

または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 

(6)当組合が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金

に関する権利は消滅します。 

(7)当組合が前記(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、

盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損

害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 

    



第９条 届け出の変更  

(1) 届け出の印鑑を失ったとき、または、印鑑、住所、その他のお届け事項に変更がある場合には、契

約者は、当組合所定の方法（本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含

みます。）により取引店に直ちにお届けください。このお届けの前に生じた損害については、当組合

は責任を負いません。  

(2) 前項（１）に定める事項の変更のお届けがなかったために、当組合からの送信、通知または当組合

から送付する書類や電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到

着したものとみなします。 

また、変更事項のお届けがなかったために生じた損害について当組合は責任を負いません。  

(3) 利用者情報（「ログインＩＤ」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「連絡先電話番号」「振込・

振替限度額」「電子メールアドレス」）に変更がある場合は、端末機より任意に変更することが出来ま

す。この場合、当組合が受信したパスワードが一致した場合には、当組合は正当な契約者からの申し

出と認め、利用者情報の変更をおこないます。  

     

第１０条 電子メールの利用  

契約者は当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。

なお、契約者の誤ったメールアドレスの登録、およびメールアドレスの変更に伴うメールの不着、およ

び電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害について当組合は責任

を負いません。  

     

第１１条 解約等  

(1) 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者からの当組合

に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。 

解約は当組合の手続きが完了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行

われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても当組合は責任を負いません。  

(2) 上記第一項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組

合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとし

ます。  

(3) 当組合が解約の通知書をお届けの住所にあてて発信した場合に、その通知書が転居等の事由により

到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものと見なします。  

(4) 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。  

(5) 契約口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該口座は解約されたものとします。  

(6) 契約者に次の事由が１つでも生じた場合において、当組合は書面によらず、適宜の方法で通知して

この契約を解約できるものとします。（この場合も上記（３）の取扱となります。）  

ア． 相続の開始があったとき。  

イ． 支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立等があっ



たとき。  

ウ． サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき。  

エ． 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在

が不明になったとき。  

オ． 1 年以上にわたり利用がないとき。  

カ． 契約者がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。  

キ． ログインパスワード等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒絶

等で返却されたとき。  

  

第１２条 届出印  

(1) 本サービスにかかる届出および届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けの印鑑を使用して

ください。  

(2) 当組合は諸届その他の書類に使用された印影を、お届けの印鑑と相当な注意をもって照合し、相違

ないものと認めて取扱いをしたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそ

のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。  

     

第１３条 規定の準用  

この規定に定めない事項については、当組合所定の普通預金規定（総合口座取引規定を含む）、貯蓄預金

規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、定期預金規定、積立定期預金規定、振込規定、カードロー

ン規定によるものとします。  

     

第１４条 サービスの内容・規定の変更  

この契約におけるサービスの種類・内容あるいは本規定は、当組合の都合で変更することがあります。

またサービス変更のために、一時利用を停止させていただくことがあります。これらの場合、当組合は

ホームページ等において変更内容の掲示を行うものとし、変更日以降、契約者は変更後の内容に従うも

のとします。  

     

第１５条 契約期間  

本サービスの契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、

契約期間満了日の翌日から１年間継続されるものとし、継続後も同様とします。  

 

以  上  

 

平成２０年１１月１日 施行 

平成２７年１０月１日 改正 

 



 

預金口座振替規定  

１． 貴組合に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落

しのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同

払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。  

２． 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用できる範

囲内を含む）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。  

３． この契約を解約するときは、私から貴組合に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期

間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、貴組合はこ

の契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。  

４． この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、貴組合の責めによる場合を除き、貴組合には迷

惑をかけません。  

 

留意事項 

１．パスワードについて  

(1) パスワードは、外部に漏らさぬようにご注意ください。  

当組職員がパスワードを伺うことは、ございません。  

(2) パスワードの有効期限は、999 日となっておりますが、セキュリティの観点からも定期的にパスワ

ードの変更をお願いします。パスワードの変更はメニュー画面から「パスワードの変更｣により行っ

てください。   

(3) 生年月日、電話番号等他人に類推されるものの指定は、避けてください。  

     

２．ご利用パソコンについて  

お客様が管理しているパソコンで利用してください。 

不特定多数の人が利用するパソコンでの使用はパスワード等は盗用される危険があるので、避けてくだ

さい。  

     

３．電子メールアドレスについて  

お客様に各種お知らせを行うための連絡先となりますので、電子メールアドレスをお持ちでない方はお

申込いただくことができません。 

電子メールアドレスをご取得のうえ、お申込願います。  

     

４．終了操作  

(1) インターネットバンキングの操作を終了する際は、画面左下の「バンキング操作終了」をクリック

して終了させてください。  

(2) ファイルメニューの「閉じる」や「×｣でブラウザを終了させると、接続したままになり、 一定時



間が経過するまで再接続できなくなります。  

     

５．お振込について  

(1) お振込予約をされた場合、ご予約日の朝一番に振込が行われます。 

残高不足の場合振込が行われませんのでご注意ください。  

(2) お振込みをされた場合は、入出金明細照会で口座からの引き落としをご確認ください。  

     

６．住所変更について  

以下のお取引がある場合は、お取引店にご連絡いただき必要書類をご確認のうえ、直接お取引店へご来

店下さい。  

(1) 財形・当座預金のお取引き  

(2) 住宅ローン等のご融資のお取引き（カードローンも含みます）  

(3) マル優・マル特のお取引き  

(4) 法人・任意団体等でのお取引き  

なお、その他必要書類がある場合は、当組からご連絡させていただくこともあります。  

 

＜セキュリティ＞ 

○ 第 3 者の不正利用の防止策  

・ ３種類のＩＤおよびパスワードによる確認をしています。  

(1) ログインＩＤ  

当組インターネット・モバイルバンキングにログインするためのＩＤです  

(2) ログインパスワード  

ログインするために必要なＩＤです  

(3) 確認用パスワード  

振込･振替等のお客さまからのご依頼には、ログインパスワードに加えて、確認パスワードが必

要です  

※ 誤ったパスワード入力が、一定回数以上行われた場合、お取引を一定時間停止させていただき

ます。  

・ お客様以外の第三者の利用を防ぐため、自動ログオフ機能により一定時間操作がない場合、自動的に

操作できなくなります。  

・ 各口座ごとに１日あたりの振込限度額を設定していただいております。  

・ トップ画面に直近のご利用時間を３回分表示いたします。ご確認ください。  

  

○ インターネットでの情報の漏洩、盗聴の防止策  

・ インターネットバンキングは情報の漏洩、盗聴およびデータの改ざんを防ぐため、情報の送受信に１

２８ビットＳＳＬ（Ｓｅｃｕｒｅ Ｓｏｃｋｅｔ Ｌａｙｅｒ)による暗号化を実施しています。 


